
「共謀罪」法案を閣議決定 今国会で成立目指す 
朝日新聞 2017 年 3 月 21 日 

 国際組織犯罪防止条約（ＴＯＣ条約）の締結に必要だとして、政府は２００３～０５年

に計３回、「共謀罪」法案を国会に提出。「一般の市民団体や労働組合が対象となる」「思想

や内心を理由に処罰される」といった批判が相次ぎ、いずれも廃案となった。 

 

 今回は２０年の東京五輪のテロ対策を前面に出し、対象を「テロリズム集団その他の組

織的犯罪集団」と規定。①２人以上で犯罪の実行を計画し、②そのうちの誰かが「物品や

資金の手配」「関係場所の下見」といった「準備行為」をした場合――に適用する。「一般

市民は対象にならない」と説明する一方、通常の団体が組織的犯罪集団に「一変」した場

合には対象になるとしている。 

 

 対象となる犯罪の数も、過去の法案より減らした。ＴＯＣ条約は、４年以上の懲役・禁

錮の処罰を受ける「重大な犯罪」を計画した場合に罪を設けるよう締結国に求めており、

過去の法案では対象犯罪は約６２０にのぼっていた。今回も原案では６７６の罪を挙げて

いたが、公明党が絞り込みを求め、政府は減らすことを検討。「組織的犯罪集団の関与が現

実的に想定される罪」を対象とし、「テロの実行」「薬物」「人身に関する搾取」「その他資

金源」「司法妨害」の５分類、計２７７罪とした。 

 

 野党や日弁連、研究者からは、市民が対象になる恐れや監視社会につながる懸念のほか、

「対象の罪が多すぎる」「現在の国内法でも条約締結は可能だ」「政府の説明は不十分だ」

などの指摘が出ている。 

 

 菅義偉官房長官は２１日、閣議決定した法案について「対象となる団体を限定し、一般

の会社や市民団体、労働組合などの正当な活動を行っている団体が適用対象とはならない

ことを明確にした。法案に対する不安や懸念を払拭（ふっしょく）する内容だ。国会でわ

かりやすく丁寧に説明をつくし、一日も早い法案の成立を目指したい」と述べた。 

 

 一方、民進党の山井和則国対委員長は「今まで３回廃案になった『共謀罪』と本質的に

は変わっていないと正直に説明するべきだ。審議入りの断念を求めるとともに、この国会

での成立を阻止する」と批判した。（金子元希） 

 

■組織的犯罪処罰法の改正法案のうち「共謀罪」に関する条文 

 

（テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画） 

 

 第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、《テロリズム集団その他の組織的犯罪

集団》（団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行

することにあるものをいう。次項において同じ。）《の団体の活動として、当該行為を実行

するための組織により行われるものの遂行を２人以上で計画した者は、その計画をした者

のいずれかによりその計画に基づき資金または物品の手配、関係場所の下見その他の計画

をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。》

ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、または免除する。 

 



 一 別表第四に掲げる罪のうち、死刑または無期もしくは長期１０年を超える懲役もし

くは禁錮の刑が定められているもの ５年以下の懲役または禁錮 

 

 二 別表第四に掲げる罪のうち、長期４年以上１０年以下の懲役または禁錮の刑が定め

られているもの ２年以下の懲役または禁錮 

 

 ２ 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不

正権益を得させ、またはテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、も

しくは拡大する目的で行われるものの遂行を２人以上で計画した者も、その計画をした者

のいずれかによりその計画に基づき資金または物品の手配、関係場所の下見その他の計画

をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。 

 

（※《》内は今回設ける罪を定義している主な部分） 

 

■「共謀罪」の対象となる法律と罪名一覧 

【刑法】内乱等幇助（ほうじょ）▽加重逃走▽被拘禁者奪取▽逃走援助▽騒乱▽現住建造

物等放火▽非現住建造物等放火▽建造物等以外放火▽激発物破裂▽現住建造物等浸害▽非

現住建造物等浸害▽往来危険▽汽車転覆等▽あへん煙輸入等▽あへん煙吸食器具輸入等▽

あへん煙吸食のための場所提供▽水道汚染▽水道毒物等混入▽水道損壊及び閉塞（へいそ

く）▽通貨偽造及び行使等▽外国通貨偽造及び行使等▽有印公文書偽造等▽有印虚偽公文

書作成等▽公正証書原本不実記載等▽偽造公文書行使等▽有印私文書偽造等▽偽造私文書

等行使▽私電磁的記録不正作出及び供用▽公電磁的記録不正作出及び供用▽有価証券偽造

等▽偽造有価証券行使等▽支払用カード電磁的記録不正作出等▽不正電磁的記録カード所

持▽公印偽造及び不正使用等▽偽証▽強制わいせつ▽強姦（ごうかん）▽準強制わいせつ

▽準強姦▽墳墓発掘死体損壊等▽収賄▽事前収賄▽第三者供賄▽加重収賄▽事後収賄▽あ

っせん収賄▽傷害▽未成年者略取及び誘拐▽営利目的等略取及び誘拐▽所在国外移送目的

略取及び誘拐▽人身売買▽被略取者等所在国外移送▽営利拐取等幇助目的被拐取者収受▽

営利被拐取者収受▽身の代金被拐取者収受等▽電子計算機損壊等業務妨害▽窃盗▽不動産

侵奪▽強盗▽事後強盗▽昏酔（こんすい）強盗▽電子計算機使用詐欺▽背任▽準詐欺▽横

領▽盗品有償譲受け等 

 

【組織的犯罪処罰法】組織的な封印等破棄▽組織的な強制執行妨害目的財産損壊等▽組織

的な強制執行行為妨害等▽組織的な強制執行関係売却妨害▽組織的な常習賭博▽組織的な

賭博場開張等図利▽組織的な殺人▽組織的な逮捕監禁▽組織的な強要▽組織的な身の代金

目的略取等▽組織的な信用毀損（きそん）・業務妨害▽組織的な威力業務妨害▽組織的な詐

欺▽組織的な恐喝▽組織的な建造物等損壊▽組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等▽不法収益等

による法人等の事業経営の支配を目的とする行為▽犯罪収益等隠匿 

【爆発物取締罰則】製造・輸入・所持・注文▽幇助のための製造・輸入等▽製造・輸入・

所持・注文（第１条の犯罪の目的でないことが証明できないとき）▽爆発物の使用、製造

等の犯人の蔵匿等 

【外貨偽造法】偽造等▽偽造外国流通貨幣等の輸入▽偽造外国流通貨幣等の行使等 

【印紙犯罪処罰法】偽造等▽偽造印紙等の使用等 

【海底電信線保護万国連合条約罰則】海底電信線の損壊 

【労働基準法】強制労働 

【職業安定法】暴行等による職業紹介等 



【児童福祉法】児童淫行 

【郵便法】切手類の偽造等 

【金融商品取引法】虚偽有価証券届出書等の提出等▽内部者取引等 

【大麻取締法】大麻の栽培等▽大麻の所持等▽大麻の使用等 

【船員職業安定法】暴行等による船員職業紹介等 

【競馬法】無資格競馬等 

【自転車競技法】無資格自転車競走等 

【外国為替及び外国貿易法】国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引

等▽特定技術提供目的の無許可取引等 

【電波法】電気通信業務等の用に供する無線局の無線設備の損壊等 

【小型自動車競走法】無資格小型自動車競走等 

【文化財保護法】重要文化財の無許可輸出▽重要文化財の損壊等▽史跡名勝天然記念物の

滅失等 

【地方税法】軽油等の不正製造▽軽油引取税に係る脱税 

【商品先物取引法】商品市場における取引等に関する風説の流布等 

【道路運送法】自動車道における自動車往来危険▽事業用自動車の転覆等 

【投資信託及び投資法人に関する法律】投資主の権利の行使に関する利益の受供与等につ

いての威迫行為 

【モーターボート競走法】無資格モーターボート競走等 

【森林法】保安林の区域内における森林窃盗▽森林窃盗の贓物（ぞうぶつ）の運搬等▽他

人の森林への放火 

【覚醒剤取締法】覚醒剤の輸入等▽覚醒剤の所持等▽営利目的の覚醒剤の所持等▽覚醒剤

の使用等▽営利目的の覚醒剤の使用等▽管理外覚醒剤の施用等 

【出入国管理及び難民認定法】在留カード偽造等▽偽造在留カード等所持▽集団密航者を

不法入国させる行為等▽営利目的の集団密航者の輸送▽集団密航者の収受等▽営利目的の

難民旅行証明書等の不正受交付等▽営利目的の不法入国者等の蔵匿等 

【旅券法】旅券等の不正受交付等 

【日米地位協定の実施に伴う刑事特別法】偽証▽軍用物の損壊等 

【麻薬及び向精神薬取締法】ジアセチルモルヒネ等の輸入等▽ジアセチルモルヒネ等の製

剤等▽営利目的のジアセチルモルヒネ等の製剤等▽ジアセチルモルヒネ等の施用等▽営利

目的のジアセチルモルヒネ等の施用等▽ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等▽営利

目的のジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等▽ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の製

剤等▽麻薬の施用等▽向精神薬の輸入等▽営利目的の向精神薬の譲渡等 

【有線電気通信法】有線電気通信設備の損壊等 

【武器等製造法】銃砲の無許可製造▽銃砲弾の無許可製造▽猟銃等の無許可製造 

【ガス事業法】ガス工作物の損壊等 

【関税法】輸出してはならない貨物の輸出▽輸入してはならない貨物の輸入▽輸入しては

ならない貨物の保税地域への蔵置等▽偽りにより関税を免れる行為等▽無許可輸出等▽輸

出してはならない貨物の運搬等 

【あへん法】けしの栽培等▽営利目的のけしの栽培等▽あへんの譲渡し等 

【自衛隊法】自衛隊の所有する武器等の損壊等 

【出資法】高金利の契約等▽業として行う高金利の契約等▽高保証料▽保証料がある場合

の高金利等▽業として行う著しい高金利の脱法行為等 

【補助金適正化法】不正の手段による補助金等の受交付等 

【売春防止法】対償の収受等▽業として行う場所の提供▽売春をさせる業▽資金等の提供 



【高速自動車国道法】高速自動車国道の損壊等 

【水道法】水道施設の損壊等 

【銃刀法】拳銃等の発射▽拳銃等の輸入▽拳銃等の所持等▽拳銃等の譲渡し等▽営利目的

の拳銃等の譲渡し等▽偽りの方法による許可▽拳銃実包の輸入▽拳銃実包の所持▽拳銃実

包の譲渡し等▽猟銃の所持等▽拳銃等の輸入に係る資金等の提供 

【下水道法】公共下水道の施設の損壊等 

【特許法】特許権等の侵害 

【実用新案法】実用新案権等の侵害 

【意匠法】意匠権等の侵害 

【商標法】商標権等の侵害 

【道路交通法】不正な信号機の操作等 

【医薬品医療機等法律】業として行う指定薬物の製造等 

【新幹線特例法】自動列車制御設備の損壊等 

【電気事業法】電気工作物の損壊等 

【所得税法】偽りその他不正の行為による所得税の免脱等▽偽りその他不正の行為による

所得税の免脱▽所得税の不納付 

【法人税法】偽りにより法人税を免れる行為等 

【海底電線等損壊行為処罰法】海底電線の損壊▽海底パイプライン等の損壊 

【著作権法】著作権等の侵害等 

【ハイジャック防止法】航空機の強取等▽航空機の運航阻害 

【廃棄物処理法】無許可廃棄物処理業等 

【火炎瓶処罰法】火炎びんの使用 

【熱供給事業法】熱供給施設の損壊等 

【航空危険行為処罰法】航空危険▽航行中の航空機を墜落させる行為等▽業務中の航空機

の破壊等▽業務中の航空機内への爆発物等の持込み 

【人質強要処罰法】人質による強要等▽加重人質強要 

【生物兵器禁止法】生物兵器等の使用▽生物剤等の発散▽生物兵器等の製造▽生物兵器等

の所持等 

【貸金業法】無登録営業等 

【労働者派遣法】有害業務目的の労働者派遣 

【流通食毒物混入防止法】流通食品への毒物の混入等 

【消費税法】偽りにより消費税を免れる行為等 

【出入国管理特例法】特別永住者証明書の偽造等▽偽造特別永住者証明書等の所持 

【麻薬特例法】薬物犯罪収益等隠匿 

【種の保存法】国内希少野生動植物種の捕獲等 

【不正競争防止法】営業秘密侵害等▽不正競争等 

【化学兵器禁止法】化学兵器の使用▽毒性物質等の発散▽化学兵器の製造▽化学兵器の所

持等▽毒性物質等の製造等 

【サリン人身被害防止法】サリン等の発散▽サリン等の製造等 

【保険業法】株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為 

【臓器移植法】臓器売買等 

【スポーツ振興投票法】無資格スポーツ振興投票 

【種苗法】育成者権等の侵害 

【資産流動化法】社員等の権利等の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為 

【感染症予防法】一種病原体等の発散▽一種病原体等の輸入▽一種病原体等の所持等▽二



種病原体等の輸入 

【対人地雷禁止法】対人地雷の製造▽対人地雷の所持 

【児童買春・児童ポルノ禁止法】児童買春周旋▽児童買春勧誘▽児童ポルノ等の不特定又

は多数の者に対する提供等 

【民事再生法】詐欺再生▽特定の債権者に対する担保の供与等 

【公衆等脅迫目的犯罪資金処罰法】公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者によ

る資金等を提供させる行為▽公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者以外の者に

よる資金等の提供等 

【公的個人認証法】不実の署名用電子証明書等を発行させる行為 

【会社更生法】詐欺更生▽特定の債権者等に対する担保の供与等 

【破産法】詐欺破産▽特定の債権者に対する担保の供与等 

【会社法】会社財産を危うくする行為▽虚偽文書行使等▽預合い▽株式の超過発行▽株主

等の権利の行使に関する贈収賄▽株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての

威迫行為 

【国際刑事裁判協力法】組織的な犯罪に係る証拠隠滅等▽偽証 

【放射線発散処罰法】放射線の発散等▽原子核分裂等装置の製造▽原子核分裂等装置の所

持等▽特定核燃料物質の輸出入▽放射性物質等の使用の告知による脅迫▽特定核燃料物質

の窃取等の告知による強要 

【海賊対処法】海賊行為 

【クラスター弾禁止法】クラスター弾等の製造▽クラスター弾等の所持 

【放射性物質汚染対処特別措置法】汚染廃棄物等の投棄等 

 

共謀罪  

要件絞り閣議決定 テロ対策、野党「乱用の恐れ」 
毎日新聞 2017 年 3 月 21 日 

 政府は２１日、組織犯罪を計画段階で処罰可能にする「共謀罪」の成立要件を絞った「テ

ロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案を閣議決定した。各国が協力して組織犯罪

を未然防止する「国際組織犯罪防止条約」締結のための法整備が目的。政府は２０２０年

の東京五輪・パラリンピックに向けたテロ対策の一つと強調し、今国会中の成立を目指す

が、野党側は「捜査当局の乱用の恐れがある」などと反発している。  

 

「共謀罪」法案を閣議決定 テロ準備段階で処罰   
日本経済新聞 2017/3/21 

 政府は 21 日、犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の構成要件を改め「テロ等準備罪」

を新設する組織犯罪処罰法改正案を閣議決定した。犯罪の実行を目的とする「組織的犯罪

集団」がテロなどの犯行を計画し、メンバーの１人が準備を始めた段階で処罰する。殺人

や放火など 277 の重大犯罪を対象とする。21 日中に国会に提出する。 

 

組織犯罪処罰法の改正案が閣議決定され報道陣の質問に答える金田法相（21 日午前、国会

内）  



組織犯罪処罰法の改正案が閣議決定され報道陣の質問に答える金田法相（21 日午前、国会

内） 

 

 多国間で組織犯罪の捜査情報の共有などを進める国際組織犯罪防止条約（ＴＯＣ条約）

を締結するための法整備と政府は説明している。同条約は 187 カ国・地域が締結済み。日

本は 2000 年代に「共謀罪」の名称で法整備を目指したが国会で３回廃案になっており、同

条約を締結していない。 

 

 政府は「組織的犯罪集団」についてテロ組織や暴力団、薬物密売組織などを想定してい

る。これらの団体が航空機を乗っ取る目的で航空券を手配したり、犯行現場の下見に訪れ

たりといった準備行為に及んだ段階で組織全体を処罰する。法務省は企業や宗教団体でも

「目的が犯罪を実行する集団に一変すれば処罰対象になり得る」と説明している。 

 

 政府は今国会での成立を目指すが、民進党など野党の一部は「集団や準備行為の線引き

が曖昧で、恣意的な捜査による冤罪（えんざい）が起こりかねない」（民進党議員）などと

して慎重な審議を求める構えだ。 

 

 政府は２１日、犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織的犯罪処

罰法の改正案を閣議決定した。「組織的犯罪集団」が犯罪を計画し、実行に向けた「準備行

為」があったときに処罰するという内容。目的について政府は「テロ対策」を強調してい

るが、野党や日本弁護士連合会は「捜査機関の解釈や裁量に委ねられ、一般市民が対象に

なる恐れがある」などと反対している。 

 

 

共謀罪 スパイ奨励条文盛る 

治安維持法で多用 
しんぶん赤旗 2017 年 3 月 19 日(日) 

 このほど全容が明らかになった共謀罪（テロ等準備罪）法案には、自首減免規定が盛り

込まれています。「現代版・治安維持法」と呼ばれる共謀罪ですが、この規定までもソック

リです。（矢野昌弘） 

 

自首減免の規定 
 明らかになった共謀罪法案では「実行に着手する前に自首した者は、その刑を軽減し、

又は免除する」という自首減免規定があります。 

 戦前の弾圧法規である治安維持法も第６条に「罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑

ヲ減軽又ハ免除ス」としていました。 

 この規定を利用して、多くのスパイが日本共産党に潜入し、スパイの密告と手引きで多

くの活動家が逮捕されました。 

 また、拘束した活動家を特高が拷問で自白させた後に、自首減免を条件に「転向表明」

をさせるといったことも行われました。 

 治安維持法を審議した帝国議会でも、自首減免規定が議論となりました。 

 衆院の委員会審議（１９２５年３月６日）では、清瀬一郎議員が「この法律は『スパイ』

を自由に駆使して、自首した者は刑を免ずるという、初めから自首する覚悟でその団体に



飛び込んで、中をさまざまにひっくり返してよい加減の潮時を見てこれを警視総監に申し

上げる」と指摘。実際の運用方法を“予言”していました。 

 「『スパイ』は（自首減免の）限りでないという制限をつけるかなにかしないと、自由自

在に間諜（スパイのこと）が跋扈（ばっこ）することになったら、国家風教（モラルのこ

と）の上でもはなはだ害がある」と警句を発していました。 

 昨年の刑事訴訟法改悪では、自分の罪を減免してもらうことと引き換えに他人の罪を捜

査機関に教える「司法取引」制度が導入されました。 

 減免を目当てに無実の他人を共犯者に仕立てあげる「引っぱりこみ」が懸念されていま

す。すでに密告奨励の仕組みづくりが進んでいるといえます。 

 「話し合い、計画」しただけで処罰される共謀罪。自首減免規定によって、組織のかく

乱目的で潜入した人物が、“犯行計画”を団体内で吹聴し、捜査機関の介入を呼び込む手法

が可能になります。 

 治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟の増本一彦会長は「自首減免は治安維持法を運用す

る上でカギとなった規定だ。共謀罪でも、自首減免は最大限使われるだろう」と指摘しま

す。 

 

 
（写真）「スパイ政策の奨励だ」と国会審議の様子を報じた新聞（読売、１９２５年３月７

日付） 

 

今週の国会 

「森友」籠池氏 ２３日喚問へ 

共謀罪 あす、閣議決定狙う 
しんぶん赤旗 2017 年 3 月 20 日(月) 



 異常な安値での国有地売却、特異な教育内容など学校法人「森友学園」（大阪市）をめぐ

る疑惑と問題が安倍政権を揺るがしています。 

 

 今週は２３日に衆参両院の予算委員会で同学園の籠池泰典氏の証人喚問が行われます。

喚問では、同学園が開校を目指してきた小学校の用地として国有地が鑑定額より約８億円

も安く払い下げられた経緯、とりわけ政治家の関与などが焦点となります。 

 

 日本共産党は、国有地売却時の財務省理財局長・迫田英典氏（現国税庁長官）の証人喚

問も要求しています。 

 

 籠池氏は１６日の参院予算委員会の現地調査に対し、安倍晋三首相から妻の昭恵氏を通

じて１００万円の寄付を受け取ったと発言。首相は１７日の衆院外務委員会で否定する一

方で、昭恵氏が「森友」疑惑発覚後も籠池氏の妻とメールのやり取りを続けていたことを

明らかにしました。首相夫妻の同学園との関係や道義的責任も改めて問われることになり

ます。 

 

 また、政府は、広範囲にわたる犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」法案を２１日に閣

議決定しようとしています。国会論戦では同法案の提出根拠が総崩れになっており、市民

団体や日弁連などの反対運動も強まっています。日本共産党からは２１日の衆院法務委員

会で藤野保史議員が、２２日の参院法務委員会で仁比聡平議員が質問に立ちます。 

 

 南スーダン国連平和維持活動（ＰＫＯ）に派遣された陸上自衛隊の日報が隠ぺいされて

いた問題では、陸自内でも保管されていたことが発覚し、日本共産党の笠井亮政策委員長

が２月１４日の衆院予算委員会での質疑で指摘していた通りの事態となりました。２１日

の参院外交防衛委員会で井上哲士議員が質疑に立ちます。 

 

 日本共産党は組織的隠ぺいをはかった防衛省・自衛隊全体の責任を問い、河野克俊統合

幕僚長、岡部俊哉陸上幕僚長ら関係者の証人喚問を要求するとともに、稲田朋美防衛相の

辞任を改めて求めています。 

 

 また参院では、２０１７年度予算案の委嘱審査が２１日に特別委員会で、２２日に常任

委員会で行われます。 

 

 


